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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告

高萩に住まう人へ奨学金返還を支援
■問合せ　環境市民協働課　☎２３－７０３１

奨学金の返還が始まるあなたは、制度に該当？

　奨学金の貸与を受けて高校・大学などを卒業した新規学卒者を対象に、奨学金返還に要する
経費の一部を支援します。

申し込みの流れ

■補 助 額　年間最大20万円（５年間で最大100万円）
■申込期間　５月10日(火) ～ 12月28日(水)

市内に住んでいる、または住む予定である
　　 申請から令和５年３月31日まで継続して、市内に住民登録していること

在学中に支援の対象となる奨学金を利用し、令和４年度中に返還を開始する新規学卒者
　※対象となる奨学金とは、
　　　・独立行政法人日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種）
　　　・県奨学資金　　　　
　　　・母子・父子・寡婦福祉資金（修学資金に限る）　など
　※新規学卒者とは、学校教育法に規定する高校等程度以上の学校を卒業した人

仕事に就いている（公務員除く）
　　常時雇用されている人、個人で農業その他事業を営む人またはその事業専従者
市税等滞納がない

◎すべての項目にチェックが付いた人は、市HPで詳細・必要書類をチェック。

①申し込み
申請書に奨学金の貸与を証するもの、
大学等卒業証明書などを添付し、環境
市民協働課へ申し込み。

③請求（年度内の奨学金返還後）
請求書に奨学金の返還の事実を証明
するものなどを添付し、環境市民協働
課へ申し込み。

②書類の審査・交付決定

申請者 市

④請求書類の審査
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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告

高萩市公式 SNS 市の情報を発信中

■秘書広報課　☎２３－７３２１

LINE

Twitter

Facebook

メルたか

リフォーム

空き家購入

１月１日 ～ 12月31日に所有権移転登記が完了する
補助金交付決定のあった日から５年以上定住する
意思がある

建築・購入
令和4年中に
「住まい」に
変化がある

令和4年中に
建築・購入
をする

リフォーム
をする

１月１日 ～ 12月31日に所有権保存登記（移転）が
完了し、同居するすべての人が建築･購入した住宅
に居住・住民登録する
申請者または配偶者が、住宅取得契約を締結した日
現在で、40歳未満または16歳未満の家族がいる
補助金交付決定のあった日から５年以上定住する
意思がある

市物件紹介バンクに登録されている空き家を購入
住宅取得契約を締結した日から２年以内

住宅取得契約を締結した日から２年以内

１月１日 ～ 12月31日にリフォームが完了する

申請時点でリフォームする住宅に継続して３年
以上居住している
リフォームする住宅の所有者または同居の親族である

市内施工業者によるリフォーム工事で
工事金額が10万円以上（税抜）である

■補助内容
■受付期間

  ５月10日(火) ～12月28日(水)建築・購入補助額 基本額10万円（転入加算５万円）

リフォーム補助額 工事金額10万円～100万円未満は工事全額の10％
工事金額100万円以上は10万円

◎項目ごとに、すべてチェックが付いた人は、市HPで申込方法・必要書類をチェック。
　 ただし、市税等に滞納がないこと。

中古物件含む

住宅取得・リフォームを支援 たかはぎ住ス マイル支援補助
■問合せ　環境市民協働課　☎２３－７０３１


